
１
．地
域
資
源
活
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
は

　
「
中
小
企
業
地
域
資
源
活
用
促
進
法
」

に
基
づ
き
、沖
縄
県
は
「
基
本
構
想
」で
、

沖
縄
県
の
特
徴
あ
る
地
域
資
源
と
し
て
、

農
林
水
産
物（
４０
品
目
）、鉱
工
業
品
及

び
鉱
工
業
品
の
製
造
技
術
（
３２
品
目
）、

観
光
資
源（
１
７
２
品
目
）の
合
計
２
４
４

品
目
を
指
定
し
て
い
ま
す
。（
平
成
19
年 

12
月
26
日
現
在
） 

　
地
域
資
源
活
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、地
域

資
源
を
活
か
し
た
自
立
的
・
持
続
的
な

成
長
、そ
れ
を
核
と
し
た
地
域
資
源
の
価

値
向
上（
ブ
ラ
ン
ド
化
な
ど
）、地
域
の
強

み
を
活
か
し
た
産
業
の
形
成
・
強
化
な
ど

に
資
す
る
地
域
経
済
の
主
体
で
あ
る
中

小
企
業
の
創
意
あ
る
取
組
を
支
援
す
る

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
す
。 

　
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、中
小
企
業
者
が
地

域
資
源
を
活
用
し
て
行
う
新
商
品
・
新

サ
ー
ビ
ス
の
開
発
に
対
す
る
市
場
調
査
、

商
品
企
画
・
開
発
・
事
業
化
、販
路
開
拓

に
必
要
な
ノ
ウ
ハ
ウ
や
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、

資
金
、人
材
の
確
保
な
ど
の
サ
ポ
ー
ト
を

関
係
省
と
も
連
携
し
て
総
合
的
に
支
援

し
て
い
く
も
の
で
、今
後
、地
域
資
源
を

活
用
し
た
地
域
産
業
発
展
の
核
と
な
る

新
事
業
を
年
間
で
２
０
０
件
、５
年
間
で

１
，０
０
０
件
創
出
す
る
こ
と
を
目
標
に

掲
げ
、そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
存
在
す
る
原

石
を
宝
石
ま
で
磨
き
上
げ
、地
域
経
済

を
元
気
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。 

 

２
．第
２
号
認
定
の
決
定
！

　
平
成
１９
年
１２
月
６
日
、平
成
１９
年
第

２
回
地
域
産
業
資
源
活
用
事
業
評
価
委

員
会
が
開
催
さ
れ
、沖
縄
地
域
か
ら
は
、

平
成
１９
年
１２
月
１４
日
付
け
で
３
件
の
地

域
産
業
資
源
活
用
事
業
計
画
が
認
定
さ

れ
ま
し
た
。 

 

経済産業部

SHIGOTONO*MADO1

2

3

4

5

Point

1

地
域
資
源
活
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
係
る

　
事
業
計
画
第
２
号
認
定
に
つ
い
て

〜
中
小
企
業
者
に
よ
る
地
域
資
源
活
用
事
業
の
始
動
〜 

08

沖
縄
総
合
事
務
局
で
は
、
地
域
の
中
小
企
業
の
知
恵
と
や
る
気
を
活
か
し
、
魅
力
あ
る
地
域
資
源
を
活
用
し
地
域
を
元
気
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
地
域
資
源
活
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
平
成
１９
年
１０
月
１２
日
に
は
、
第
１
号
認
定
と
し
て
９
件
の
地
域
産
業
資
源
活
用
事
業
計
画
を

認
定
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
小
企
業
者
で
は
新
商
品
・
新
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
平
成
１９
年
１２
月
１４
日
に
、
第
２

号
認
定
と
し
て
３
件
の
地
域
産
業
資
源
活
用
事
業
計
画
を
認
定
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
事
業
概
要
を
紹
介
し
ま
す
。 

（※）「中小企業地域資源活用促進法」 
中小企業地域資源活用促進法は、地域
資源を活用した中小企業者の取組に
対し、専門家の派遣や、税制・金融面を
はじめとする総合的な支援措置を行い、
地域産業の自立的発展の基礎を強化
することを目的とし、平成１９年６月２９
日に施行されました。


